
　圧雪起しによる生活支援の一環です。

　使用機械：歩道除雪機２台（福井河川国道事務所 保有車両）

　

　除雪を行います。

　　近畿地方整備局が行っている県・市町の要望を踏まえた除雪拡幅・
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資 　料 　配 　布

近畿地方整備局　福井河川国道事務所 平成３０年２月１４日
１３時００分

生活道路の緊急除雪支援
（福井河川国道保有の歩道除雪機）

　　福井河川国道事務所は、本日１３時から鯖江市内の生活道路の歩道
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　　　福井河川国道事務所　TEL 0776-35-2661　（夜間は35-2663）

　　　　　　　　　　　　保全対策官　 　佐藤　佳宏 （内線406）
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国土交通省近畿地方整備局

積雪により歩行困難となった

歩道を除雪します。

前面に設置された回転式の羽根

を回転させることにより、雪を

掻き込み、吹き飛ばします。

除雪作業中に歩行者の巻き込み

を防止するための安全カバーを

装着しています。

これにより、安全に通行できる

歩道を確保します。


